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     労働者福祉運動で、働く人たちの支えに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人岩手県労働者福祉協議会 

会 長  伊 藤  裕 一  

新年明けましておめでとうございます。 

労働者の賃金引き上げは、昨年、一昨年と、

2年連続で 5％を超えました。最低賃金も過去

最高の上げ幅で 1,031 円と、いよいよ１，００

０円を超え、中央との格差も確実に縮小されて

きています。しかし一方で、これまで名目賃金

は昨年 10月まで46ヶ月連続プラスであるの

に対して、実質賃金は 10 ヶ月連続マイナスで

推移しています。つまり、現在鈍化していると

言われながらも、ここ数年の物価高騰に、賃上

げが追い付かないという状況が続いています。

これでは、私たちのくらしが楽になる訳があり

ません。連合が進める今年の賃金引き上げに

期待するとともに、政府による効果的な物価高

騰対策こそが求められています。 

このような厳しい状況下にあって、私たちが

進めてきた労働者福祉運動の重要性は、ます

ます高まっているものと考えています。岩手労

福協は、改めて「福祉はひとつ」「すべての働く

人の幸せと豊かさをめざして、連帯・協同で安

心・共生の福祉社会をつくります」との理念の

もと、貧困や社会的排除がなく、人と人とのつ

ながりが大切にされ、平和で安心して働き続け

られる持続可能な社会の実現にむけ、引き続

き、取り組みを強化してまいります。皆様には、

岩手労福協に対する、なお一層のご支援・ご協

力をお願い申し上げます。 

結びに、今年１年、皆様のご多幸をお祈りし、

新年のご挨拶といたします。 
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２０２６年 年頭挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年明けましておめでとうございます。 

昨年は政治情勢が大きく変化しましたが、こ

こ数年続いている物価上昇により、国民生活の

厳しい状況は改善されていません。 

加えて、労福協が進める「高等教育費負担軽

減」の取り組みについては、昨年 3 月に大学等

修学支援法の一部が改正されましたが、支援

対象は一部の拡充に留まっています。私たちに

は引き続き、教育の機会均等や奨学金制度の

改善を通じて、誰もが安心して学ぶことのでき

る社会の実現に向けた取り組みが求められて

います。 

また、2025 国際協同組合年を契機に展開

しました取り組みは、協同組合運動の振興と労

働者福祉運動の発展に向けて、加盟団体との

連携に加え、地域の様々なネットワークとも連

携し、具体的な対応を進めていきます。 

社会は大きく変化していますが、「すべての

働く人の幸せと豊かさをめざして、連帯・協同

で安心・共生の福祉社会をつくる」労福協の理

念に基づき、本年も力強く取り組みを展開して

いくことをお誓い申し上げ、年頭のご挨拶とい

たします。 

日本社会全体の正念場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働者福祉中央協議会 

会 長  芳 野  友 子  

日本労働組合総連合会岩手県連合会 

事務局長  鈴 木  圭  

あけましておめでとうございます。 

旧年中は連合岩手の取り組みにご理解とご

協力を賜りましたことに感謝と御礼を申し上げ

ます。 

「日本社会全体の正念場」とは、連合芳野会

長が 2026春闘方針を決定した中央委員会で

の挨拶の引用です。ここ数年、賃金は上昇を続

けていますが、それ以上に物価が上昇し生活者

の暮らしに大きく影響を及ぼし続けています。 

実質賃金がマイナスで推移している報道は

聞き飽きるほど繰り返され、これが日本社会の

当たり前とまで感じるほどです。 

海外からの輸入に頼る日本は、原材料やエネ

ルギーの高騰を受け物価が上昇し、国内の景

気が回復していない状態の悪いインフレが続い

ています。この流れを変えるためには、物価上

昇に負けない賃金を確保し、国内消費による内

需を拡大するほかないと感じています。 

日本政府には、物価上昇対策や賃上げ支援
といった短期的対策と並行して、将来に豊かさ
を実感できる社会を築いてほしいと切に願い
ます。 
私たち労働組合に与えられた役割は、労働

者の賃金を出来る限り上昇させるために尽力
することです。日本社会に存在する組織や団体
にはそれぞれ役割がありますが、日本のおかれ
ている現状を打破するために今こそやるべき
ことを全力で取り組む必要があります。 

 
私たちも日本社会の一員です。 
 
日本社会全体の正念場を乗り越えるために

結束しよう。 
そして、私たちの仲間を増やしていこう。 
 
今年も労福協と連携した活動を展開します

ので、引き続きのご支援とご協力をお願い申し
上げ年頭のご挨拶とさせていただきます。 

２ 
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だれもが安心して生活できる社会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年あけましておめでとうございます。 

国連は、様々な分野で持続可能な開発目標

（SDGｓ）に貢献している「協同組合」を評価し、

その認知と向上と振興のため、昨年（2025

年）を「国際協同組合年」と定めました。私もこ

のことを様々な機会に申し上げてきましたが、

今後も協同組合振興のための運動も進めてい

きたいと思います。労働者福祉も同様の考え方

であり、主目的は、労働者の生活の安定と向上

を図ることです。具体的には、経済的な困難の

緩和、生活の質の向上、労働環境の改善であり

相互扶助の精神が大切です。 すべての人々が 

幸せな人生を送ることができる日本社会にし

ていく必要があります。 

平和環境岩手県センターは、「平和憲法の理

念を活かし、平和と環境、基本的人権と民主主

義を守り発展させるため、すべての労働者・生

活者との連帯を強め、地域に根ざした運動を展

開しよう」をスローガンに掲げ取り組みを進め

ています。今後も、労働者福祉の発展と、だれ

もが安心して生活できる社会の実現に向けて

努力してまいります。2026 年もどうぞよろし

くお願い申し上げます。 

物価上昇を上回る賃上げで、労働者の暮らしを守る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平和環境岩手県センター 

議 長  佐 藤  工  

岩手友愛会 

会 長 山 田 清 秋  

新年あけましておめでとうございます。 

昨年２月に発生した大船渡市の山林火災で

被災された皆様に心からお見舞いを申し上げ

ます。また、近年、岩手県内では人の生活圏に

おける熊の人身被害も増加しています。自然災

害対策とともに特定鳥獣対策の重要性が増し

てきています。岩手友愛会としても、安全で安

心して暮らせる地域社会の実現に向け、今まで

以上に役割を果たしてまいります。 

さて、昨年の賃金闘争は、連合岩手の集計で

は５％を超える賃上げでしたが、労働者全体で

は３％程度となり、物価上昇を上回る引き上げ 

には至りませんでした。一方、岩手県最低賃金

は、物価高騰の対応と格差是正のため79円引

上げの1,031円と大幅な改定となりました。２

０２６年賃金闘争では、岩手友愛会に集う民間

企業の労働組合が、組合員とその家族の暮らし

を守るため、物価上昇を上回る賃金引き上げ

を実現し、労働者に幅広く波及させていきたい

と思います。 

岩手友愛会は、これからも労働者の福祉向

上、幸せ実現に向けた取り組みを実践してまい

りますので、本年もよろしくお願いいたします。 

３ 
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３8 行 

生活応援バンク「ろうきん」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年のお喜びを申し上げますとともに、「ろ

うきん運動」へのご理解と職場での推進に深く

感謝申し上げます。 

この間、賃上げ率が引き続き高水準で推移

するも、賃金上昇が物価上昇や食糧価格高騰

による家計負担の増加に追い付かず、実質賃

金は減少傾向が続いています。人口減少、少子

高齢化による労働力人口の減少、人手不足が

社会課題となる中で、リスキリングを通じて新

たなスキルを習得する動きも見られます。 

さらに、経済的格差の拡大、多重債務のリス

ク、金融犯罪の増加等に対応した相談体制の強 

化や金融リテラシー教育の推進など、会員の皆

さまの経済的安定を支えていくことがますます

重要となっています。 

「ろうきん」では、生活応援運動を基盤に、良

質な金融サービス・付加価値を提供するため、

窓口や渉外職員（FA・AP）による相談体制の充

実、各種セミナー開催による情報提供や資産形

成の提案などを通じて、安心して暮らせる環境

の整備に注力してまいります。 

本年も生活応援バンク「ろうきん」をよろしく

お願い申し上げます。 

協同組合の第７原則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北労働金庫岩手県本部 

本部長  金田一  文紀  

こくみん共済 coop岩手推進本部 

本部長  佐 藤  伸 一  

岩手推進本部代表委員会、岩手県労働者共

済生活協同組合理事会を代表し、新年のお慶

びを申し上げます。 

当会では、共済を通じて組合員へ安心安全

をお届けする事業とともに、横断旗を贈る「７

才の交通安全プロジェクト」や「こどもの成長応

援プロジェクト」「被災地応援プロジェクト」「防

災・減災の取り組み」「子育て支援の取り組み」

など、社会課題に対する取り組みも多くの組合

員のみなさまのご協力により展開させていた

だいております。 

これは「本業に余裕があるから社会貢献も」

というわけではありません。協同組合に関する 

国際的ルールを定めた 1995 年の ICA 声明

の「第７原則」に『協同組合は、組合員によって

承認された政策を通じてコミュニティの持続可

能な発展のため活動する』とあり、私は協同組

合の社会的責任と理解しております。      

 今年も、こくみん共済 coop の理念（組合員

のみなさまと共有すべき、当会の変わらぬ価値

観）である「みんなでたすけあい豊かで安心で

きる社会づくり」実現に向け、組合員のみなさ

ま、労福協構成団体のみなさまとともに頑張っ

てまいります。変わらぬご支援ご協力を賜りま

すようお願い申し上げ、新年のご挨拶といたし

ます。 

４ 
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３8 行 

暮らしにいちばん近い保障でありたい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域のくらしをささえる相談窓口をめざして 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年のお慶びを申し上げますと共に、信用生

協の活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

さて、当組合は、組合員ならびに地域住民の

くらしを支えることを目的とし、くらしの相談と

貸付を行う生協として事業を行っております。 

令和７年は持続的な賃上げの流れが社会全

体に浸透していきつつも、賃上げ以上に物価高

騰の影響が強く残り、生活困窮を訴える相談者

が増加し続けている一年でした。 

家計改善を必要とする経済的な悩みの背景

には就労や医療・介護・住まいの問題など複雑

な 

な課題が絡み、地域の相談機関における連携

の重要性が年々高まってきております。当組合

は地域のくらしを支える相談機関として、貸付

によるくらしの支援事業を推進するほか、他の

相談機関と連携した相談ネットワークを構築

し、役職員一丸となって地域住民が安心して利

用できる相談窓口を目指していく所存です。 

本年も当組合事業への変わらぬご支援ご協

力をよろしくお願い申し上げます。 

 

一般財団法人 ハピネス共済会 

理事長   山 岸  伸 行  

消費者信用生活協同組合 

理事長  大 坪 勝 利  

謹んで新春のお慶びを申し上げます。 

旧年中は、一般財団法人ハピネス共済会の

活動に格別のご理解とご支援を賜り、心より御

礼申し上げます。 

私たちは「助け合いの連鎖と扶助の理想」を

胸に、勤労者とそのご家族の福祉向上を目指し

て、団体型医療保険「医療共済ハピネス」や長

期医療保険「ぺっこぷらす」など、安心と信頼の

共済制度を提供してまいりました。 

団体型医療保険は制度実施から５０年とな

り、保険料を変えずに保障の種類を追加するな

ど、制度の充実に努めてまいりました。また、地 

域に根ざした施設事業や駐車場運営などの多

角的な取り組みを通じて、皆さまの暮らしを支

える活動を続けております。 

本年も、より一層皆さまの安心と笑顔のため

に、役職員一同心をひとつにして取り組んでま

いります。変わらぬご支援を賜りますようお願

い申し上げます。 

皆さまにとって、健やかで実り多き一年とな

りますよう、心よりお祈り申し上げます。 

５ 
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教職員や子どもたちに役立つ学校生協に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手県学校生活協同組合 

専務理事  沼 田  聡  

謹んで新春の祝詞を申し上げます。 

昨年は、被爆・戦後 80 年という節目の年で

したが、国民の関心は米をはじめとする物価高

と経済情勢に向けられた感がありました。ま

た、労働人口の減少が後押しして給与や最低賃

金の大幅な引き上げの波が打ち寄せたことで、

地方や中小企業の窮状が表れ始め、私たちも

より厳しい将来を予測し対応をすすめる必要

性を感じた一年でした。このような中、学校生

協では、共同購入ポイントや車検・灯油積立還

元など組合員への期中還元を実施し、社会貢

献事業としては、ファミリー月間利用などから 

拠出した支援金を沿岸 3 地区と能登半島地震

被災地へ贈り、また、中学校・県立学校文化・体

育連盟と新たに学校図書館協議会を加えた 5

団体に助成を行いました。組合員活動として

は、退職後の生活に役立つ「ライフプランセミナ

ー」、産休・育休組合員の職場復帰支援として

の「子育て交流会」などを企画開催しました。

2026年も「安全・安心」を第一に、組合員の声

に基づいた事業とサービスの提供に努め、教職

員や子どもたちに役立つ学校生協となるよう

取り組んでまいります。 

６ 
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